
橋本市告示第１１２号 
 
国土調査法(昭和２６年法律第１８０号)第６条の４第１項の規定により令和７

年度の地籍調査事業を実施するので、同法第７条の規定に基づき公示する。 
 
令和８年４月　７日 

橋本市長　平　木　哲　朗 
 
 

記 
 
１．事業計画が定められた年月日　　令和８年４月　７日 
 
２．調査を実施する者の名称　　　　橋　本　市 
 
３．調査地域　　　 

原田の一部　　　　　　　　　　　（３０２） 

野・柏原の各一部　　　　　　　　（４０１） 

　　　　　　原田の一部　　　　　　　　　　　（４０２） 

矢倉脇の一部　　　　　　　　　　（４０３） 

柱本の一部　　　　　　　　　　　（５０１） 

　　　　　　西畑の一部　　　　　　　　　　　（５０２） 

　　　　　　矢倉脇の一部　　　　　　　　　　（５０３） 

柱本の一部　　　　　　　　　　　（６０１） 

　　　　　　上田の一部　　　　　　　　　　　（６０２） 

　　　　　　矢倉脇の一部　　　　　　　　　　（６０３） 

古佐田二丁目・橋本二丁目の一部　（６０４） 

 
 
４．調査期間　　　令和　８年４月　７日から 
　　　　　　　　　令和　９年３月３１日まで 
 
 
 


